
  

＜PayPayの導入を検討している皆様へ＞ 

事業者向け説明会の開催 
  

 紫波町では令和4年11月 1日～12月31日の期間で、キャッシュレス決済サービス「PayPay」を活

用して、決済金額の最大30%をポイント付与するキャンペーンを行い、消費喚起を促進します。 

つきましては、この機会に新たにPayPay導入を検討している事業者向けに下記日程により説明会を

行います。参加希望の方は下部の参加申込書にて商工会までお申し込みください。 

記 

     ・日   程   ①令和4年10月5日（水）  ②令和4年10月27日（木） 

               ※各日 ・10時～ ・14時～ ・17時～ の3回開催 

（1時間程度、内容は同じものです） 

・会   場  紫波町商工会館3階 

・対 象 者  PayPay未導入で今後の導入を検討している事業者 

         PayPay導入済みだが、操作方法等に不安のある事業者 

本キャンぺーンについて 

名  称：【総額 1億円！紫波町のお店を応援 最大 30％戻ってくるキャンペーン】 

期  間：令和 4年 11月 1日～令和 4年 12月 31日 

内  容：対象店舗にて PayPayを利用して支払った利用額の最大 30％を後日 PayPayポイントとして付与 

付与上限：・1回あたりの付与上限 10,000ポイント  ・1カ月あたりの付与上限 10,000ポイント 

対象店舗：紫波町内の PayPay加盟店のうち、紫波町と PayPayが対象店舗として指定する加盟店 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

＜事業者向け説明会参加申込書＞ 

紫波町商工会 行（FAX 019-672-2316） 

事業所名  ご連絡先  

参加者氏名  参加日時 10月    日     時 

 

お問合せ 紫波町商工会(電話：019-672-2244  Mail：shiwa@shokokai.com) 


